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令和６年度東京都板橋区一般会計予算繰越明許費に係る繰越計算書について 

（志村小学校・志村第四中学校改築工事） 

 

地方自治法施行令第１４６条第２項に基づき、令和６年度東京都板橋区一般会計予算 

繰越明許費に係る繰越計算書について報告する。 

 

１ 繰越明許の理由 

  志村小学校・志村第四中学校改築工事について入札が不調となったことから、スケジュ

ールを１年延期せざるを得なくなった。 

  本工事の特定財源である国庫補助金学校施設環境改善交付金については令和６年度に

交付決定を受けているが、文部科学省が当該補助金の予算を令和７年度に繰り越すため、

区においても本件工事に係る歳入・歳出予算を令和７年度へ繰り越すこととする。 

 

２ 繰越計算書 

  別紙のとおり 

 

３ 令和６年度予算現額及び翌年度繰越額 

（１）令和６年度予算現額       1,371,270 千円   

（内訳）①委託料                  250,870 千円 

②工事請負費            1,120,400 千円 

  

（２）翌年度繰越額                   1,120,400 千円 

    （内訳）工事請負費              1,120,400 千円   

   

４ 特定財源 

（１）既収入特定財源                   273,000 千円 

     （内訳）義務教育施設整備基金繰入金   273,000 千円 

 

（２）未収入特定財源             574,308 千円 

     （内訳）①国庫補助金         138,308 千円 

          ②特別区債          436,000 千円 



                                        別紙 

令和６年度東京都板橋区一般会計予算繰越明許費繰越計算書 

 

 

 

款 項 事業名 予算現額 翌年度繰越額 
左の財源内訳 

既収入特定財源 未収入特定財源 一般財源 

８ 教育費 2 小学校費 志村小学校・志村第四

中学校改築工事 

     円 

1,371,270,000 

   円 

1,120,400,000 

円 円 円 

273,000,000 574,308,000 273,092,000 


